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大崎市議会委員会条例の一部を改正する条例

大崎市議会委員会条例（平成１８年大崎市条例第２７４号）の一部を次のよ

うに改正する。

第２条第１号ア中「企画財政部」を「市民協働推進部」に改め，同条第２号

中「市民生活部，保健福祉部」を「民生部」に改める。

第３条中第２項を削り，第３項を第２項とする。

第５条中ただし書を削る。

第７条第１項中「は，議長が会議に諮って指名する」を「の選任は，議長の

指名による」に改め，同条第２項中「会議に諮って」を削り，同条第３項中「第

３条（常任委員会の任期）第３項」を「第３条（常任委員会の任期）第２項」

に改める。

第１３条（見出しを含む）中「議会運営委員及び特別委員」を「委員」に改

める。

第２１条第１項中「昭和２２年法律第６７号」の次に「。以下「法」という。」

を加える。

第２９条第２項中「前項」を「前２項」に改め，同項を同条第３項とし，同

条第１項の次に次の１項を加える。

２ 前項の記録は，電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によ

っては認識することができない方式で作られる記録であって，電子計算機に

よる情報処理の用に供されるものをいう。）によることができる。この場合に

おける同項の署名又は記名押印については，法第１２３条第３項の規定を準

用する。

附 則

この条例は，公布の日から施行する。


